
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号

特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る
省
令

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
省
令
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
定
車
両
停
留
施
設
を
新
設
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
一
般
的
技
術
的
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
構
造
耐
力
）

第
二
条
　
誘
導
車
路
、
操
車
場
所
、
停
留
場
所
そ
の
他
の
特
定
車
両
の
通
行
、
停
留
又
は
駐
車
の
用
に
供
す
る
場
所
（
以
下
「
特
定
車
両
用
場
所
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
車
両
の
荷
重
そ
の
他
の
荷
重
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び

衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
車
両
用
場
所
の
設
計
に
用
い
る
設
計
自
動
車
荷
重
は
、
道
路
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
の
停
留
の
用
に
供
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
に
あ
っ
て
は
三
十

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
停
留
の
用
に
供
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
に
あ
っ
て
は
二
百
四
十
五
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
そ
の
他
の
特
定
車
両
停
留
施
設
に
あ
っ
て
は
百
九
十
六
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
す
る
。

（
特
定
車
両
の
出
口
及
び
入
口
）

第
三
条
　
特
定
車
両
の
出
口
及
び
入
口
は
、
そ
の
設
置
の
際
に
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
所
、
橋
、
幅
員
が
六
・
五
メ
ー
ト
ル
（
道
路
法
施
行
規
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
出
口
及
び
入
口
に
あ
っ
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
）
未
満
で
あ
る
道
路
又
は
縦
断
勾
配
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
同
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
出
口
及
び
入
口
に
あ
っ
て
は
、
十
二
パ
ー
セ
ン

ト
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
道
路
に
接
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
停
留
場
所
の
数
が
十
一
以
上
の
特
定
車
両
停
留
施
設
の
特
定
車
両
の
出
口
又
は
入
口
で
幅
員
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
に
接
す
る
も
の
は
、
そ
の
設
置
の
際
に
そ
の
道
路
の
曲
が
り
角
又
は
幅
員
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
他

の
道
路
と
の
交
差
点
か
ら
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
場
所
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
道
路
管
理
者
が
特
定
車
両
停
留
施
設
の
存
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
協
議
し
て
当
該
出
口
又
は
入
口
の
設
置
が
当
該
道
路
に
お
け
る
道
路
交
通
の
円
滑
と
安
全
を
阻
害
し
な
い
と
認
め

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
特
定
車
両
の
出
口
又
は
入
口
に
お
い
て
、
特
定
車
両
の
回
転
を
容
易
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
す
み
切
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
道
路
に
接
す
る
特
定
車
両
の
出
口
の
付
近
の
構
造
は
、
特
定
車
両
が
そ
の
前
端
を
当
該
出
口
に
接
し
た
場
合
に
、
そ
の
前
端
か
ら
車
両
中
心
線
上
一
・
二
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
の
地
上
一
・
七
メ
ー
ト
ル
（
道
路
法
施
行
規
則
第

一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
）
の
高
さ
の
点
に
お
い
て
、
道
路
の
中
心
線
に
直
角
に
向
か
っ
て
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
八
十
度
の
範
囲
内
で
そ
の
道
路
を
通
行
す
る
も
の
の
存
在
を
確
認
で
き
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
信
号
機
、
反
射
鏡
そ
の
他
の
適
当
な
保
安
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
諸
設
備
の
配
置
）

第
四
条
　
誘
導
車
路
、
操
車
場
所
、
停
留
場
所
、
乗
降
場
、
待
合
所
、
荷
扱
場
そ
の
他
の
設
備
の
配
置
は
、
特
定
車
両
の
円
滑
な
運
行
又
は
旅
客
、
荷
主
そ
の
他
の
利
用
者
の
利
便
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
誘
導
車
路
及
び
操
車
場
所
）

第
五
条
　
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
、
特
定
車
両
が
後
退
運
転
に
よ
ら
な
い
で
出
口
及
び
入
口
を
通
行
で
き
る
よ
う
に
誘
導
車
路
又
は
操
車
場
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
誘
導
車
路
の
幅
員
は
、
六
・
五
メ
ー
ト
ル
（
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
誘
導
車
路
に
あ
っ
て
は
、
五
・
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
方
通
行
の
誘
導
車
路

に
あ
っ
て
は
、
三
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
上
方
に
は
り
そ
の
他
の
障
害
物
が
あ
る
誘
導
車
路
の
路
面
上
の
有
効
高
は
、
四
・
一
メ
ー
ト
ル
（
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
誘
導
車
路
に
あ
っ
て
は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
誘
導
車
路
の
屈
曲
部
は
、
特
定
車
両
（
長
さ
が
十
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
軸
距
が
六
・
五
メ
ー
ト
ル
、
前
端
か
ら
前
車
軸
ま
で
の
水
平
距
離
が
二
メ
ー
ト
ル
、
最
小
回
転
半
径
が
十
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
特
定
車

両
と
す
る
。
）
が
円
滑
に
回
転
で
き
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
誘
導
車
路
の
屈
曲
部
に
あ
っ
て
は
、
特
定
車
両
（
長
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
が
二

メ
ー
ト
ル
、
軸
距
が
三
・
七
メ
ー
ト
ル
、
前
端
か
ら
前
車
軸
ま
で
の
水
平
距
離
が
一
メ
ー
ト
ル
、
最
小
回
転
半
径
が
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
特
定
車
両
と
す
る
。
）
が
円
滑
に
回
転
で
き
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
誘
導
車
路
の
傾
斜
部
の
勾
配
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
誘
導
車
路
の
傾
斜
部
に
あ
っ
て
は
、
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
操
車
場
所
の
形
状
及
び
広
さ
は
、
特
定
車
両
停
留
施
設
の
規
模
及
び
構
造
に
適
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
操
車
場
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
停
留
場
所
）

第
六
条
　
停
留
場
所
は
、
長
さ
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
（
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
み
に
係
る
停
留
場
所
に
あ
っ
て
は
、
長
さ
は
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以

上
）
と
し
、
区
画
線
そ
の
他
適
当
な
方
法
で
そ
の
位
置
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
停
留
場
所
の
面
に
は
、
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
勾
配
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
停
留
場
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
旅
客
用
場
所
）

第
七
条
　
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
停
留
の
用
に
供
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
の
乗
降
場
、
旅
客
通
路
そ
の
他
の
旅
客
の
用
に
供
す
る
場
所
（
以
下
「
旅
客
用
場
所
」
と
い
う
。
）
は
、
特

定
車
両
用
場
所
と
共
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
客
通
路
を
特
定
車
両
用
場
所
と
共
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
警
報
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
旅
客
の
安
全
及
び
特
定
車
両

の
円
滑
な
運
行
を
阻
害
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２
　
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
停
留
の
用
に
供
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
の
旅
客
用
場
所
（
乗
降
場
を
除
く
。
）
、
特
定
車
両
用
場
所
及
び
特
定
車
両
用
場
所
と
共
用
す
る
旅
客
通
路
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
柵
、
区
画
線
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
明
確
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乗
降
場
）

第
八
条
　
乗
降
場
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
乗
降
場
は
、
そ
の
乗
降
場
に
接
す
る
特
定
車
両
用
場
所
の
面
上
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
高
さ
を
有
す
る
も
の
又
は
さ
く
そ
の
他
の
遮
断
設
備
に
よ
り
特
定
車
両
用
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
水
設
備
）

第
九
条
　
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
、
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
部
分
を
除
き
、
側
溝
そ
の
他
の
排
水
設
備
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
避
難
設
備
）

第
十
条
　
道
路
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
停
留
の
用
に
供
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
の
建
築
物
で
あ
る
部
分
に
お
い
て
、
直
接
地
上
へ
通
ず
る
旅
客
の
出
入
口
の
あ
る
階
以
外
の
階
に
乗
降
場
、

待
合
所
そ
の
他
旅
客
の
集
合
す
る
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
避
難
階
段
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
避
難
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
換
気
設
備
）

第
十
一
条
　
通
常
の
状
態
に
お
い
て
空
気
中
の
一
酸
化
炭
素
の
占
め
る
割
合
が
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
は
、
そ
の
割
合
を
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
換
気
設
備
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
通
結
節
機
能
の
高
度
化
の
た
め
の
構
造
）

第
十
二
条
　
道
路
管
理
者
は
、
旅
客
の
乗
降
の
用
に
供
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
で
あ
っ
て
、
公
共
交
通
機
関
の
旅
客
施
設
（
以
下
単
に
「
旅
客
施
設
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
設
け
ら
れ
、
又
は

旅
客
施
設
で
あ
る
道
路
一
体
建
物
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
一
体
建
物
を
い
う
。
）
と
一
体
的
な
構
造
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
交
通
結
節
機
能
の
高
度
化

（
特
定
車
両
停
留
施
設
及
び
旅
客
施
設
に
お
け
る
相
当
数
の
人
の
移
動
に
つ
い
て
、
複
数
の
交
通
手
段
の
間
を
結
節
す
る
機
能
を
高
度
化
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
図
る
た
め
、
当
該
特
定
車
両
停
留
施
設
と
旅
客
施
設
と
の
間
を
往
来

し
て
公
共
交
通
機
関
相
互
の
乗
継
ぎ
を
行
う
旅
客
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
よ
う
に
旅
客
用
場
所
を
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
当
該
旅
客
の
乗
継
ぎ
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
時
に
お
け
る
対
応
の
た
め
の
構
造
及
び
設
備
）

第
十
三
条
　
道
路
管
理
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
特
定
車
両
停
留
施
設
に
つ
い
て
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
特
定
車
両
停
留
施
設
及
び
そ
の
周
辺
の
旅
客
を
一
時
的
に
滞
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
し
、
及
び
当

該
旅
客
の
移
動
の
た
め
の
交
通
手
段
に
関
す
る
情
報
、
当
該
特
定
車
両
停
留
施
設
の
周
辺
に
存
す
る
指
定
避
難
所
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
避
難

所
を
い
う
。
）
の
場
所
に
係
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
四
条
　
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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